
子ども・子育て支援について
（不妊治療関係）
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不妊治療の保険適用に係る政府方針

（不妊治療等への支援）
○ 不妊治療に係る経済的負担の軽減等
・ 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額の医療費がかかる不妊治療（体外受精、顕微授精）に要する
費用に対する助成を行うとともに、適応症と効果が明らかな治療には広く医療保険の適用を検討し、支援を拡
充する。そのため、まずは2020年度に調査研究等を通じて不妊治療に関する実態把握を行うとともに、効果的
な治療に対する医療保険の適用の在り方を含め、不妊治療の経済的負担の軽減を図る方策等についての検討の
ための調査研究を行う。あわせて、不妊治療における安全管理のための体制の確保が図られるようにする。

少子化社会対策大綱（令和2年5月29日閣議決定）（抄）

４．少子化に対処し安心の社会保障を構築
喫緊の課題である少子化に対処し、誰もが安心できる社会保障制度を構築するため改革に取り組む。そのため、

不妊治療への保険適用を実現し、保育サービスの拡充により、待機児童問題を終わらせて、安心して子どもを生
み育てられる環境をつくる。さらに、制度の不公平・非効率を是正し、次世代に制度を引き継いでいく。

菅内閣の基本方針（令和２年９月１６日閣議決定）（抄）

※ 全世代型社会保障検討会議第２次中間報告（令和２年６月25日 全世代型社会保障検討会議決定）
においても同様の記載あり

1



国費で助成（不妊に悩む方への特定治療支援事業の対象）

人工授精（AIH）

精子提供による
人工授精（AID）

夫婦間で行われる
人工授精など

精液を注入器で直接子宮に注入し、妊娠を図る。主に、夫側の精液の異常、性交
障害等の場合に用いられる。比較的、安価。

卵子・胚提供

代理懐胎

倫理的にどこまで行ってもいいのか、対象者、親子関係、子どもの出自を知る権利、近親
婚の防止、対価の授受などの特有の課題
（H15厚労省の部会、H20日本学術会議で検討→法制化には至っていない）

不妊治療の流れ（概略図）

機能性不妊や治療が奏功しないもの

※学会は精子提供による人工授精は容認、卵子提供はルールを示していない。胚提供・代理懐胎は禁止。

特
定
不
妊
治
療

顕微授精

体外で受精させ、妊娠を図る。採卵を伴うため、女性側の身体的負担が重い。主に、人工授精後
や女性不妊の場合に用いられる。

体外受精のうち、人工的に（卵子に注射針等で精子を注入するなど）受精させるもの。

顕微鏡下精巣内精子回収法（MD-TESE）。手術用顕微鏡を用いて精巣内より精子を回収する。

体外受精

男性に対する治療

保
険
適
用
外

検査

原因の治療

①男性不妊、②女性不妊、③原因が分からない機能性不妊に大別される。
診察所見、精子の所見、画像検査や血液検査等を用いて診断する。

保
険
適
用

男性不妊の治療

女性不妊の治療

精管閉塞、先天性の形態異常、逆行性射精、造精機能障害など。手術療法や
薬物療法が行われる。

子宮奇形や、感染症による卵管の癒着、子宮内膜症による癒着、ホルモンの
異常による排卵障害や無月経など。手術療法や薬物療法が行われる。
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不妊治療の概要

①タイミング法

②人工授精

③体外受精

④顕微授精

受精卵

卵⼦と精⼦

• 超⾳波検査や排卵検査薬を使⽤して性交
のタイミングを決める。

（少量の排卵誘発薬を併⽤する場合あり）

• マスターベーション等により精子を採取する。
• カテーテルを用いて調整精液を子宮内に注入する。
（少量の排卵誘発薬を併⽤する場合がある。）

• 卵巣を穿刺し採取した卵⼦を、シャーレ上
で精子と受精させる。

• 受精卵は３〜５⽇培養を⾏った後、⼦宮内
に移植する(※1)もしくは凍結保存(※2)。

• 顕微鏡下に、卵⼦内に精⼦を１つ注入する。
• 精⼦数が少ない場合に実施するため、男性不妊治療との

組み合わせが多い。
• 体外受精が複数回不成功の場合にも実施。
• 受精卵は３〜５⽇培養を⾏った後、⼦宮内に移植する

(※1)もしくは凍結保存(※2)。

②

③

④

※１新鮮胚移植︓受精が成⽴した後に⼦宮に
そのまま移植

※２凍結胚移植︓受精が成⽴した後、⺟体の
状態等を踏まえ、一旦凍結し、
適切な時期に⼦宮へ移植する

卵⼦

特定不妊治療一般不妊治療
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不妊治療の実態

• 国は不妊治療全体の実施件数等は把握していないが、⽇本産婦⼈科学会では、学会に登録されてい
る全ての⽣殖補助医療機関に対して毎年実態調査を実施している。

• この日本産科婦人科学会による実態調査の結果によると、登録施設数及び特定不妊治療による出⽣
者数は年々増加傾向にある。

 特定不妊治療⽀援事業における指定医療機関が受診等証明書に記載した領収⾦額等について、研
究班が調査※を⾏い、全115 実施主体から回答を得た（平成29年度）。

 治療ステージ別の平均領収⾦額は
• 体外受精は約38 万円（最小-最⼤︓13,030円-1,102,697円）
• 顕微授精は約43 万円（最小-最⼤︓58,925円-1,145,470円）

• 特定不妊治療にかかる一回あたりの費用は体外受精38万円、顕微授精43万円。

※平成30年度厚⽣労働科学研究「「不妊に悩む⽅への特定治療⽀援事業」のあり⽅に関する医療政策的研究」
研究代表者︓前⽥恵理（秋⽥⼤学）

年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

特定不妊治療による出⽣数（⼈） 28,945 32,426 37,953 42,554 47,322 51,001 54,110 56,617 56,979

産婦人科学会登録施設数 591 586 589 587 598 607 604 607 未公表

（参考）全出生数（人） 1,071,305 1,050,807 1,037,232 1,029,817 1,003,609 1,005,721 977,242 946,146 918,400

日本産科婦人科学会 ART（⽣殖補助医療）データブック、倫理委員会 登録・調査小委員会報告、人口動態調査より
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不妊に悩む方への特定治療支援事業について

○ 要旨 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成
○ 対象治療法 体外受精及び顕微授精（以下「特定不妊治療」という。）

○ 対象者 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻
をしている夫婦（治療期間の初日における妻の年齢が４３歳未満である夫婦）

○ 給付の内容 ①１回１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※凍結胚移植（採卵を伴わないもの）及び採卵したが卵が得られない等のため中止したものついては、１回７.５万円

通算回数は、初めて助成を受けた際の治療期間初日における妻の年齢が、４０歳未満であるときは通算６回まで、
４０歳以上４３歳未満であるときは通算３回まで助成

②男性不妊治療を行った場合は１５万円（初回の治療に限り３０万円まで助成）
※精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術

○ 所得制限 ７３０万円（夫婦合算の所得ベース）

○ 指定医療機関 事業実施主体において医療機関を指定
○ 実施主体 都道府県、指定都市、中核市
○ 補助率 １／２（負担割合：国１／２、都道府県・指定都市・中核市１／２）

平成１６年度 １７，６５７件
平成１７年度 ２５，９８７件
平成１８年度 ３１，０４８件
平成１９年度 ６０，５３６件
平成２０年度 ７２，０２９件
平成２１年度 ８４，３９５件
平成２２年度 ９６，４５８件
平成２３年度 １１２，６４２件
平成２４年度 １３４，９４３件
平成２５年度 １４８，６５９件
平成２６年度 １５２，３２０件
平成２７年度 １６０，７３３件
平成２８年度 １４１，８９０件
平成２９年度 １３９，７５２件
平成３０年度 １３７，９２８件

１．事業の概要

３．支給実績

Ｒ３概算要求額：151億円＋一部事項要求（Ｒ２予算額：151億円）

平成１６年度創設 １年度あたり給付額10万円、通算助成期間２年間として制度開始
平成１８年度 通算助成期間を２年間→５年間に延長
平成１９年度 給付額を１年度あたり１回10万円・２回に拡充、所得制限を650万円→730万円

に引き上げ
平成２１年度補正 給付額１回10万円→15万円に拡充
平成２３年度 １年度目を年２回→３回に拡充、通算10回まで助成
平成２５年度 凍結胚移植(採卵を伴わないもの)等の給付額を見直し（15万円→7.5万円）
平成２５年度補正 安心こども基金により実施
平成２６年度 妻の年齢が40歳未満の新規助成対象者の場合は、通算６回まで助成

（年間助成回数・通算助成期間の制限廃止）※平成25年度の有識者検討会の報告書
における医学的知見等を踏まえた見直し（完全施行は平成28年度）

平成２７年度 安心こども基金による実施を廃止し、当初予算に計上
平成２７年度補正 初回治療の助成額を15万→30万円に拡充

男性不妊治療を行った場合、15万円を助成
平成２８年度 妻の年齢が43歳以上の場合、助成対象外。妻の年齢が40歳未満の場合は通算６回ま

で、40歳以上43歳未満の場合は通算３回まで助成（年間助成回数・通算助成期間の
制限廃止）

令和元年度 男性不妊治療にかかる初回の助成額を15万→30万円に拡充
令和３年度 予算編成過程で検討

２．沿 革
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令和２年度⼦ども・⼦育て⽀援推進調査研究事業
「不妊治療の実態に関する調査研究」概要

• 不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、⾼額な医療費がかかる配偶者間の不妊治
療に要する費⽤の⼀部について、「不妊に悩む⽅への特定治療⽀援事業」において
平成16 年より費⽤助成が⾏われている。

• 平成10 年度厚⽣労働科学研究「⽣殖補助医療技術に対する医師及び国⺠の意識に
関する研究（⽮内班）」において、不妊治療にかかる費⽤についての患者調査を
⾏ったが、昨今の不妊治療に対する需要増、⽣殖補助医療技術の⾼度化等を鑑み、
改めて現時点における治療実施件数、治療にかかる費⽤等に関する実態把握を⾏う
必要がある。

1. 全国の不妊治療実施医療機関における不妊治療（⼈⼯授精、体外受精、顕微授精、
男性不妊治療等）の実施件数、および治療周期あたりの妊娠出産率等について調
査、分析を⾏う。

2. 全国の不妊治療実施医療機関における不妊治療（⼈⼯授精、体外受精、顕微授精、
男性不妊治療等）にかかる費⽤の調査、分析を⾏う。

3. 一般の⽅を対象としたアンケート調査を通じ、妊娠に対する意識や不妊治療の経
験、不妊治療にかかった費⽤等についての調査、分析を⾏う。

背景･目的

事業内容

研究期間︓2020年８⽉〜2021年３⽉
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